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（写） 

Ｒ０６か監第２６号 
令和６年８月２１日 

 

 

 かつらぎ町長 中 阪 雅 則  様 

 

 

かつらぎ町監査委員 

森 下 悦 男 

溝 北 好 一 

 

 

令和５年度かつらぎ町下水道事業会計決算審査意見書 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第２項の規定により、審

査に付された令和５年度かつらぎ町下水道事業会計決算について、審査した結果、

次のとおり意見を付して提出します。 

 

 

１ 審査の対象 

  令和５年度かつらぎ町下水道事業会計決算 

 

２ 審査の期日 

令和６年８月９日 

 

３ 審査の場所 

  かつらぎ町役場 第２委員会室 

 

４ 審査の手続 

審査に付された決算書類及び決算附属書類が、地方公営企業法、その他関係法令に

従って作成され、経営成績及び財政状態が正確に表示されているか、事業の運営が経

営の基本原則（企業の経済性の発揮、公共の福祉の増進）に基づいて行われているか

を主眼に審査するため、決算関係書類を照合するとともに、担当職員からの説明を聴

取し、経営状況を把握するため計数の分析を行った。 

 

５ 審査の結果 

  審査された決算書類及び決算附属書類は、地方公営企業法、その他関係法令に従 

って作成され、経理状態、財産状態及び経営成績は、適正に表示され、計数的にも正

確であり、内容も正当であることを確認した。 
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１ 下水道事業会計の概要 

 

 (1)決算報告書（消費税及び地方消費税込み） 

【収益的収入及び支出】                  （単位:千円） 

区  分 令和５年度 令和４年度 前年度比 

営 業 収 益 142,645 148,357 △  5,712 

営 業 費 用 406,751 413,084 △  6,333 

営業外収益 344,541 342,326  2,215 

営業外費用 50,539 62,187 △ 11,648 

特 別 利 益 0 0 0 

特 別 損 失 10 0 10 

 

 

【資本的収入及び支出】                   （単位：千円） 

区  分 令和５年度 令和４年度 前年度比 

収  入 183,139 207,436 △ 24,297 

支  出 330,833 350,086 △ 19,253 

差し引き額 △ 147,694 △ 142,650 △  5,044 

 

令和５年度不足する額 147,694 千円は、当年度分損益勘定留保資金 88,880 千円、

過年度分損益勘定留保資金52,776千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額6,038千円で補填している。 

 

 

(2) 損益計算書(消費税及び地方消費税抜き) 

【営業収支】                        （単位：千円）                                                                                                              

区  分 令和５年度 令和４年度 前年度比 

営業収益     132,175 137,399  △ 5,224 

営業費用     397,199 403,783 △  6,584 

営業利益（△は損失） △ 265,024 △ 266,384     1,360 
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【経常収支】                        （単位：千円） 

区  分 令和５年度 令和４年度 前年度比 

営 業 外 収 益    344,557 342,325 2,232 

営 業 外 費 用     52,515  62,187 △ 9,672 

経常利益（△は損失） 27,018 13,754 13,264 

 

 

【特別利益・特別損失】                   （単位：千円） 

区  分 令和５年度 令和４年度 前年度比 

特 別 利 益 0 0 0 

特 別 損 失  △  9  0 △   9 

 

 

【総収支】                         （単位：千円） 

区  分 令和５年度 令和４年度 前年度比 

総 収 益 476,732 479,725 △  2,993 

総 費 用 449,723 465,971 △  16,248 

純 利 益（△は損失） 27,009 13,754  13,255 

 

(3) 企業債の概況 

企業債残高は2,663,589千円であり、これに対する企業債利息の支払見込み額は

217,330千円となる。 

 

 

(4) 下水道使用料の徴収状況 

（単位：％） 

区  分 令和５年度 令和４年度 前年度比 

現年度分徴収率 98.59 98.68 △ 0.09 

過年度分徴収率 41.93 31.83 10.10 

合計徴収率 96.57 96.26 △ 0.31 
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２ 決算審査意見 

(1) 滞納措置について 

 下水道使用料の滞納については、現年納付を優先しながら、過年度納付の徴収に

努めている。上水道と違い、未納となっても止めることはできないが、使用者間の

負担の公平性の観点からも、引き続き納付指導を行うなど、滞納整理に重点を置き、

早急な対応が望まれるところである。また、新たな未納額発生防止に向けての取り

組みを強化し、より一層の収入確保に努められたい。 

 

(2) 経費回収率について 

     使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示した経費回収

率については、前年度より５．７０ポイント増の７３．７９％となっている。

昨年度に比べ増加したものの、依然、当該指標の水準とされる１００％を下回

っており、今後も引き続き原因の分析を詳細に行い、経営の効率化を図れるよ

う取り組まれたい。 

 




